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業 務 内 容 

 

 

  「別紙数量計算書」及び「図面」のとおり。 

 

 

 

 

委託日数又は委託期間 

 

〇 委託期間  令和 ８年１１月３０日まで 

 委託日数             日 
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第 １ 章  総  則 

 

１．適用範囲 

（１）本仕様書は、弘前市（以下、「当市」という。）が発注する下水道管きょ施設（管きょ・マン

ホール・伏越し等）内の清掃工に適用する。 

（２）図面に記載された事項は、本仕様書に優先する。 

（３）本仕様書及び図面（以下、「設計図書」という。）に疑義が生じた場合は、当市と受注者との

協議により決定する。 

 

２．用語の定義 

 本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）指示とは、当市の発議により、監督員が受注者に対し、監督員の所掌事務に関する方針、基

準、計画等を示し、実施させることをいう。 

（２）承諾とは、受注者の発議により、受注者が監督員に報告し、監督員が了解することをいう。 

（３）協議とは、監督員と受注者が対等の立場で、合議することをいう。 

 

３．法令等の遵守 

（１）受注者は、清掃作業（以下、「作業」という。）を実施するにあたり、次に掲げる法律及びこ

れに関連する法令・条例・規則等・並びに当市が他の企業等と締結している協定等を遵守しな

ければならない。 

 

①労働基準法       （昭和２２年法律第４９号）   及び同法関連法規 

②労働者災害補償保険法  （昭和２２年法律第５０号）   及び同法関連法規 

③消防法         （昭和２３年法律第１８６号）  及び同法関連法規 

④緊急失業対策法     （昭和２４年法律第８９号）   及び同法関連法規 

⑤建設業法        （昭和２４年法律第１００号）  及び同法関連法規 

⑥建築基準法       （昭和２５年法律第２０１号）  及び同法関連法規 

⑦毒物及び劇物取締法   （昭和２５年法律第３０３号）  及び同法関連法規 

⑧道路法         （昭和２７年法律第１８０号）  及び同法関連法規 

⑨下水道法        （昭和３３年法律第７９号）   及び同法関連法規 

⑩中小企業退職金共済法  （昭和３４年法律第１６０号）  及び同法関連法規 

⑪道路交通法       （昭和３５年法律第１０５号）  及び同法関連法規 

⑫河川法         （昭和３９年法律第１６７号）  及び同法関連法規 

⑬電気事業法       （昭和３９年法律第１７０号）  及び同法関連法規 

⑭騒音規制法       （昭和４３年法律第９８号）   及び同法関連法規 

⑮廃棄物の処理及び 

 清掃に関する法律    （昭和４５年法律第１３７号）  及び同法関連法規 

⑯水質汚濁防止法     （昭和４５年法律第１３８号）  及び同法関連法規 

⑰酸素欠乏症等防止規則  （昭和４７年労働省令第４２号） 及び同法関連法規 

 ⑱労働安全衛生法     （昭和４７年法律第５７号）   及び同法関連法規 

 ⑲振動規制法       （昭和５１年法律第６４号）   及び同法関連法規 

 ⑳環境基本法       （平成５年法律第９１号）    及び同法関連法規 

 ○21青森県公害防止条例   （昭和４７年青森県条例第２号） 及び同法関連法規 

 

（２）使用人に対する、諸法令等の運用、適用は、受注者の負担と責任のもとで行うこと。 

なお、建設業退職金共済組合及び建設労災補償共済制度に伴う運用については、受注者の責

任において行うこと。 

（３）適用を受ける諸法令は、改定等があった場合は最新のものを使用すること。 
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４．提出書類 

（１）受注者は、契約締結後、すみやかに次の書類を提出し、承諾を受けたうえ、作業に着手する

こと。 

提出区分 名     称 部  数 適    用 

○ 業務責任者(主任技術者)届 １ 部  

○ 清掃作業計画書（工程表や緊急対応連絡先 

など） 

１ 部 第 3 章「2.清掃工(1)清掃作業計画書」によ

る 

 

（２）提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、ただちに変更届を提出すること。 

 

（３）受注者は、作業が完了した時は、すみやかに次の書類を提出すること。 

提出区分 名     称 部  数 適    用 

○ 業務委託完成検査申請書 １ 部  

○ 業務委託引渡書 １ 部  

○ 作業記録写真 １ 部 第１章「12．作業記録写真」による 

○ 業務報告書 １ 部  

○ 請求書 １ 部  

（４）前記各項のほか、監督員が提出するように指示した書類は、指定期日までに提出すること。 

 

５．権利義務の譲渡等 

  受注者は、本契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならな

い。ただし、あらかじめ書面により当市の承諾を得た時は、この限りでない。 

 

６．再委託の制限 

  受注者は、委託業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。た

だし、あらかじめ書面により当市の承諾を得た時は、この限りでない。 

 

７．官公署への手続き 

  受注者は、契約締結後、すみやかに関係官公署等に、作業に必要な道路使用、交通の制限等の

届出、または許可申請を行い、その許可等を受けること。 

 

８．現場体制 

（１）受注者は、契約締結後、すみやかに代理人、並びに清掃の技術及び経験を有する主任技術者

を定めるとともに、現場に主任技術者を常駐させて、所定の業務に従事させること。 

（２）管きょ施設内の作業を行う場合は、酸素欠乏等危険作業主任者を定め、現場に常駐させ、所

定の業務に従事させること。 

（３）受注者は、善良な作業員を選定し、秩序正しい作業を行わせ、かつ、熟練を要する作業には、

相当の経験を有する者を従事させること。 

（４）受注者は、適正な作業の進捗を図るとともに、そのために十分な数の作業員を配置すること。 

 

９．地先住民等との協調 

（１）受注者は、作業を実施するにあたり、地先住民等に作業内容を説明し理解と協力を得ること。 

（２）受注者は、地先住民等からの要望、もしくは地先住民等と交渉があった時は、遅滞なく監督

員に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果をすみやかに報告すること。 

（３）受注者は、いかなる理由があっても、地先住民等から報酬、または手数料等を受け取っては

ならない。 

なお、使用人に対しても、上記の行為の内容について、十分監督指導すること。 

（４）使用人等が前項の行為を行った時は、受注者がその責任を負うこと。  
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10．損害賠償及び補償 

（１）受注者は、下水道施設に損害を与えた時は、ただちに監督員に報告し、その指示を受けると

ともに、すみやかに原状復旧すること。 

（２）受注者は、作業にあたり、万一注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、

その復旧及び賠償に全責任を負うこと。 

 

11．工程管理 

（１）受注者は、あらかじめ提出した工程表に従い、工程管理を適正に行うこと。 

（２）予定工程表と、実績に差が出た場合は、必要な措置を講じて、作業の円滑進行を図ること。 

（３）日程の都合上、祝日または休日等に作業を行う必要がある場合、または夜間等に作業を行う

必要がある場合は、あらかじめ、その作業内容、作業時間帯等について、監督員の承諾を得る

こと。 

 

12．作業記録写真 

受注者は、次の各項に従って作業記録写真を撮影し、作業完了時には、工種ごとにとりまとめ

たものを、作業記録写真帳（Ａ４版）に整理し監督員に提出すること。 

（１） 写真の分類 

    工事写真は以下のように分類する。 

     ・作業着手前、作業終了後写真（同一方向から撮影し、伏越マンホール及び伏越管きょ

内の清掃後の写真も添付すること） 

     ・作業状況写真（作業内容毎、人力・機械の別毎に撮影すること） 

     ・安全管理写真 

     ・使用材料、使用機械等写真 

     ・その他写真。 

（２）撮影頻度 

    管きょ：管径別に延長 500ｍ程度に対して、1 箇所の割合。 

    その他、下水道施設や管きょ内部の状況に応じて、必要の都度毎。 

（３）撮影方法 

    写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した黒板を、文字が判読できる

よう被写体と共に写しこむこと。 

     ・業務件名 

     ・撮影場所 

     ・撮影対象、作業内容 

     ・受注者名 

     ・その他所要項目 

（４）写真の編集 

    写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。 

（５）撮影の仕様 

    写真の色彩やサイズは以下のとおりとすること。 

     ・写真はカラーとすること。 

     ・有効画素数は黒板の文字が判読できることを指標とし､縦横比は 3:4 程度とすること｡ 

      （100 万～300 万画素程度＝1,200×900～2,000×1,500 程度） 

     ・フィルムカメラを用いる場合のサイズは、サービスサイズ程度とすること。 

（６）撮影の留意事項 

    撮影箇所や作業状況等がわかりにくい場合には、写真と同時に図（平面図や概略図等）の

添付や、必要事項を写真帳に併記すること。 
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第 ２ 章  安 全 管 理 

 

１．一般事項 

（１）受注者は、公衆災害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠

乏症等防止規則、並びに市街地土木工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その

防止に必要な措置を十分講ずること。 

（２）作業中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨、出水、地震等が発生した場合は、ただちに対

処できるような対策を講じておくこと。 

管きょ施設内での標準的な作業中止基準は以下のいずれかの場合とする。 

  １）作業箇所または上流部に洪水または大雨の注意報・警報が発表された場合。 

  ２）作業箇所または上流部に降雨や雷が発生している場合。 

（３）受注者は、以下の事項について調査・検討し、上記標準的な作業中止基準の他、自社におけ

る作業中止基準を設定し、対処対策方法について計画書に明示すること。作業中止基準等の設

定にあたっては「局地的な大雨に対する下水道管きょ内工事等安全対策の手引き(案) 平成 20

年 10 月」(局地的な大雨に対する下水道管きょ内工事等安全対策検討委員会編)等を参考にす

ること。 

１）現場特性の事前把握 

局地的な大雨等による急激な増水による危険性を把握、認識するために作業箇所及び付近

の情報を収集し分析すること。 

  ２）作業の中止基準・再開基準 

    局地的な大雨等による被害を最小限に留めるため、現場特性、作業内容を踏まえて、作業

の中止・再開を判断するための基準を人命優先で定めること。 

  ３）迅速に退避するための対策 

作業を再開した後に、中止基準に至った場合や水位等の変化により急激な増水による危険 

性が察知された場合、管きょ施設内作業員を迅速に退避させるための対応方法等を定めるこ

と。 

（４）事故防止を図るため、安全管理については、清掃作業計画書に明示し、受注者の責任におい

て実施すること。 

 

２．安全教育 

（１）受注者は、作業に従事する者に対して、定期的に当該作業に関する安全教育を行い、作業者

の安全意識の向上を図ること。 

（２）受注者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。 

 

３．労働災害防止 

（１）現場の作業環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、作業に

従事する者の安全を図ること。 

（２）酸素欠乏危険作業主任者を定め、その証となるものの写しを清掃作業計画書に添付すること。 

（３）マンホール、管きょ、伏越等に出入りし、またはこれらの内部で作業を行う場合は、労働省

令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有害ガス等の有無を作業開

始前と作業中は常時測定し、換気等事故防止に必要な措置を講ずるとともに、呼吸用保護具等

を常備すること。 

なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し監督員が提示を求めた場合は、その指

示に従うこと。 

（４）作業中、酸素欠乏空気や有害ガス等が発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるととも

に、監督員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。 

（５）資格を必要とする諸機械を取り扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、交通誘導警備員を

配置すること。 
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４．公衆災害防止 

（１）作業中は、常時、作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処

理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。 

（２）作業現場には、業務委託標示板（業務委託標示板記載例参照）を設けるとともに、夜間には

十分な照明及び保安灯を施し、通行人、車輌交通等の安全の確保に努めること。 

（３）作業区域内には、交通誘導警備員を配置し、車輌及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行

うこと。 

工  種 配置場所 交通誘導警備員数 施工時間 摘 要 

全工種 清掃作業部 
40 人 

（計上人員） 
昼  ・  夜  

  
 

 
  

             

（４）作業に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指

示に従い、適切に行うこと。 

（５）前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議すること。 

 

５．その他 

（１）受注者は、作業にあたって、下水道施設またはガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しな

いこと。 

（２）万一、事故が発生した時は、緊急連絡体制に従い、ただちに監督員及び関係官公署に報告す

るとともに、すみやかに必要な措置を講ずること。 

（３）前項の通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査のうえ、その結果を書面によ

り、ただちに当市に届け出ること。 
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第 ３ 章  清 掃 工 

 

１．一般事項 

（１）受注者は、清掃作業計画書に作業箇所、作業順序等を定め、事前に監督員に報告した上で、

作業に着手すること。 

（２）作業にあたっては、管口を痛めないようガイドローラー等を使用するなど、必要な保護措置

を講じ、下水道施設に破損を与えないよう十分留意すること。 

（３）作業にあたり、仮締切を必要とする場合は、監督員の承諾を得ること。この仮締切は、上流

に溢水が起こらない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるものとすること。 

ただし、上流に溢水が生じる恐れのある時は、ただちにこれを撤去すること。 

（４）受注者は、作業にあたり、騒音規制法、振動規制法及び青森県公害防止条例等の公害防止関

係法令に定める、規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。 

（５）受注者が監督員の指示に反して、作業を続行した場合及び監督員が事故防止上危険と判断し

た場合は、作業の一時中止を命ずることがある。 

（６）作業にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚染させないこと。万一、汚染させた

時は、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。 

（７）作業終了後は、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業場所の清掃につとめること。 

 

２．清掃工 

（１）清掃作業計画書 

受注者は、作業にあたり、事前に次の事項を記載した計画書を提出すること。 

１）作業概要 

２）作業計画（実施工程表、清掃作業方法等） 

３）現場組織（職務分担、緊急連絡体制、作業使用車輌） 

４）安全計画（保安対策、豪雨出水・地震等対策、酸素欠乏空気・有毒ガス対策等） 

５）その他、監督員の指示する事項 

（２）作業時間、作業範囲 

作業にあたっては、道路使用許可条件を厳守して実施すること。 

（３）土砂等の流下防止 

作業にあたって、下流側に土砂等を流出させてはならない。万一、下流側に土砂等を流出させ

た場合は、影響区間の流出土砂等を受注者の責任で取り除くこと。 

（４）土砂等の積み込み、運搬 

  １）受注者は、作業にあたって、十分な運搬車輌を配置すること。 

  ２）運搬車輌は、事前に当市に届け出を行うこと。 

  ３）運搬車輌は、その使用にあたって、土砂等の流出・飛散、並びに臭気の漏洩のおそれのな

い構造の車輌とすること。 

  ４）積み込みにあたっては、土砂等の飛散により、通行人及びその他の工作物を汚損させない

ように措置を講ずること。 

  ５）土砂等の運搬にあたっては、水切りを十分に行い、途中漏落しないような措置を講ずるこ

と。 

  ６）土砂等の運搬にあたっては、積載超過のないようにすること。 

  ７）土砂等の運搬先は、「株式会社青南ＲＥＲ」とする。 

  ８）土砂等搬入の際は、事前に搬入先に連絡すること。 

  ９）土砂等の搬入場所は、搬入先職員の指示に従うこと。 

（５）機械による清掃工 

１）高圧洗浄車の使用にあたっては、高圧により管きょを損傷することのないよう吐出圧に留

意すること。 

２）高圧洗浄車に使用する洗浄水は、あらかじめ積載して来ることとする。 
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第 ４ 章  そ の 他 

 

１．検査 

（１）受注者は、中間確認及び完了検査に立ち会うこと。 

（２）受注者は、検査のために必要な資料（日報、写真、完了図書等）を、検査員の指示に従い、提

出すること。 

 

２．暴力団又は暴力団関係者による不当介入に対する通報・報告義務 

受注者は、受注者及び下請負人に対して暴力団又は暴力団関係者による不当介入があった場合は、

警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。 
 

３．弘前市情報セキュリティポリシーの遵守 

受注者は、情報セキュリティの重要性について共通の認識をもつとともに、業務の遂行に当た

って「弘前市情報セキュリティポリシー」を遵守すること。 

 

４．点検記録表等の作成及び維持管理情報の登録について 

 受注者は、監督員と協議の上、NJS-Web Services SkyScraper「クラウド下水道台帳システムによ 

る維持管理情報登録の流れ」の維持管理情報作成のルールに従い、維持管理情報システム 

「SkyScraperPL-WEBGIS」へ維持管理情報を登録し、別表１「様式 3-1_点検記録表」を箇所毎に写 

真と合わせ作成し、提出すること。 

また、その点検結果について、異常箇所は平面図に表記し、異常箇所集計表（蓋・マンホール・管

きょ）と合わせ作成し提出すること。 

 なお、テレビカメラ調査は、報告書作成システム（IRS-X）を使用することで作業の効率化を図る 

ことが出来るため、システムの機能を把握し、様式等を整理してデータ作成ルールに従い、管渠テ 

レビカメラ調査報告書等を作成・登録すること。 

 

５．その他 

（１）作業箇所において、下水道施設に破損、不等沈下、腐食等の異常を発見した場合は、すみや

かに監督員に報告すること。 

（２）設計図書に特に明示していない事項であっても、作業遂行上、当然必要なものは、受注者の

負担において処理すること。 

（３）その他、特に定めのない事項については、すみやかに監督員に報告し、指示を受けて処理す

ること。 

（４）受注者は、当市が実施する環境配慮に係る取り組みへの協力要請に対して、可能な限りこれ

に協力すること。 
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業務委託標示板 

 

業務委託標示板は、下記の記載例のとおりとする。業務区間の見やすい箇所に設置する。 

 

業務委託標示板（記載例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：mm 

 

注（１）色彩は「ご迷惑をおかけします」等挨拶文、「下水道維持作業」は青地に白抜き文字とする。 

（２）「下水道施設を点検・清掃しています」等業務内容については青色文字とする。 

（３）その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。 

 

 

ご迷惑をおかけします 

下

水

道

施

設

を

 

点
検
・
清
掃
し
て
い
ま
す 

下水道維持作業 

発注者 弘前市上下水道部下水道施設課 

電話 ３４－３１４４ 

施工者 ○○○○株式会社 

電話 ○○－○○○○ 

550 
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調査判定基準表 

 

 

調査判定は、以下の表によること。 

 

調査判定基準 

 

ス 

パ 

ン 

全 

体 

で 

評 

価 

ランク 

項目 
A B C 

１）管の腐食 鉄筋露出状態 骨材露出状態 表面が荒れた状態 

２ ） 上 下 方 向

のたるみ 

管きょ内径 

700 ㎜未満 
内径以上 内径の 1/2 以上 内径の 1/2 未満 

管きょ内径 

(700 ㎜以上 

1650 ㎜未満） 

内径の 1/2 以上 内径の 1/4 以上 内径の 1/4 未満 

管きょ内径 

（1650 ㎜以上 

3000 ㎜未満 

内径の 1/4 以上 内径の 1/8 以上 内径の 1/8 未満 

 

管 

一 

本 

ご 

と 

に 

評 

価 

ランク 

項目 
ａ ｂ ｃ 

３）管の破損 

鉄       筋 

コンクリート管等 

欠   落 
軸方向のクラックで 

幅 2 ㎜以上 

軸方向のクラックで 

幅 2 ㎜未満 
軸方向のクラックで 

幅 5 ㎜以上 

陶       管 

欠   落 
軸方向のクラックが 

幅 1/2 未満 
－ 軸方向のクラックが 

管長 1/2 以上 

４）管の 

   クラック 

鉄       筋 

コンクリート管等 

円周方向のクラックで 

幅 5 ㎜以上 

円周方向のクラックで 

幅 2 ㎜以上 

円周方向のクラックで 

幅 2 ㎜未満 

陶       管 

円周方向のクラックで 

その長さが円周の 

2/3 以上 

円周方向のクラックで 

その長さが円周の 

2/3 未満 

－ 

５）管の継手ズレ 脱  却 

鉄筋コンクリート管等： 

       70 ㎜以上 

陶     管：50 ㎜以上 

鉄筋コンクリート管等： 

70 ㎜未満 

陶    管：50 ㎜未満 

６）浸入水              噴き出ている 流れている にじんでいる 

７）取付管の突出し         本管内径の 1/2 以上 本管内径の 1/10 以上 本管内径の 1/10 未満 

８）油脂の付着        注 2 内径の 1/2 以上閉塞 内径の 1/2 未満閉塞 － 

９）樹木根侵入        注 2 内径の 1/2 以上閉塞 内径の 1/2 未満閉塞 － 

１０）モルタル付着      注 2 内径の 3 割以上 内径の 1 割以上 内径の 1 割未満 

 

注 1．段差は、㎜単位で測定する。 

また、その他の異状（木片、他埋設物等で上記にないもの）も調査する。 

2．ランク A（a）、B(b)、C(c)における異常の程度（判定基準）については、「下水道施設の緊急点検実施マニュアル（案）平成 19

年 3 月」の「表 2-7 評価のランク付けと判定基準例」及び「表 2-8 管 1 本ごとの評価のランク付けと判定基準」を参考とする。 

3．７）取付け管の突出し、８）油脂の付着、９）樹木根侵入、１０）モルタル付着については、基本的に洗浄等で除去できる項目と

し、除去できない場合の調査判定基準とする。 

 

 


